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住生活総合調査の実施
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現行の住生活基本計画（全国計画）は、平成18年度から27年度を計画期間としているが、社
会情勢の変化及び施策の効果に対する評価を踏まえ、おおむね５年後に見直すことになってお
り、平成23年度から32年度を計画期間とする住生活基本計画を決定する。（平成23年３月予定）

現行の住生活基本計画（全国計画）は、平成18年度から27年度を計画期間としているが、社
会情勢の変化及び施策の効果に対する評価を踏まえ、おおむね５年後に見直すことになってお
り、平成23年度から32年度を計画期間とする住生活基本計画を決定する。（平成23年３月予定）

統計調査
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公表：H22年５月頃住宅市場動向調査
の実施（H22年2月）

住生活基本計画の見直しに向けた検討

住宅宅地分科会 見直しに向けた審議 とりまとめ

資料３



住生活基本計画（全国計画）の見直住生活基本計画（全国計画）の見直しし 【【参考参考】】

【参照条文】
○住生活基本法（平成１８年法律第６１号）（抄）
第三章 住生活基本計画
（全国計画）
第十五条 政府は、基本理念にのっとり、前章に定める基本的施策その他の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策
の総合的かつ計画的な推進を図るため、国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画（以下「全国計画
という。）を定めなければならない。
２ 全国計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 計画期間
二 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策についての基本的な方針
三 国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標
四 前号の目標を達成するために必要と認められる住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策であって基本的なものに
関する事項
五 東京都、大阪府その他の住宅に対する需要が著しく多い都道府県として政令で定める都道府県における住宅の供給等及び
住宅地の供給の促進に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必
な事項

３ 国土交通大臣は、全国計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
４ 国土交通大臣は、前項の規定により全国計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の
国土交通省令で定める方法により、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、関係行政機関の長に協議し、
社会資本整備審議会及び都道府県の意見を聴かなければならない。
５ 国土交通大臣は、全国計画について第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に
通知しなければならない。
６ 前三項の規定は、全国計画の変更について準用する。

○住生活基本計画（全国計画）（平成１８年９月１９日閣議決定（策定）、平成２１年３月１３日閣議決定（変更））（抄） 

第４ 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進 

２ 政策評価の実施計画及び計画の見直し  

（略）  

なお、本計画は国民の住生活の安定の確保及び向上の促進移管する施策の基本となる計画であるという

性格にかんがみ長期的な目標を提示する観点から、１０年間を計画期間として定めるものであるが、今後の社

会経済情勢の変化及び施策の効果に対する評価を踏まえて、おおむね５年後に見直し、所要の変更を行う。  

 


